
電話相談

面接相談

法律相談

家庭や職場の人間関係に戸惑うことがある。
日常生活で抱える不安や悩みを誰にも相談できない。

家庭、人間関係、生き方、配偶者やパートナーからの暴力
（DV、デート DV）、ハラスメントなどの相談

ハロー・ウィメンズ 110 番

日曜 12：00 ～ 17：00

月～木曜 10：00 ～ 15：00

金曜

※電話相談は土・祝日・毎月第 3火曜日
　及び年末年始はお休みです。

※祝日及び年末年始はお休みです。
※保育あり・無料（対象：6 か月～就学前まで／相談日の 7 日前までに要予約）

15：00 ～ 20：00

第 1日曜 13：15 ～ 15：45
第 3木曜 13：15 ～ 15：45

電話相談のあと、必要に応じてすくらむ 21 の女性相談員が相談をお受けします。

【まずは、ハロー・ウィメンズ 110 番（044-811-8600）にご相談ください】

法律に関するご本人の問題について弁護士が相談をお受けします。

たとえば
こんな方に

相談内容

相談日時

法律相談
日時

偶数月（4・6・8・10・12・2月）

第 1・3木曜 13：15 ～ 15：45

奇数月（5・7・9・11・1・3月）

※匿名でお受けしています。
※相談は無料ですが、通話料がかかります。

なお、聴覚に障がいのある方で、
電話でお申し込みができない方は
FAX（044-813-5872）での
ご予約ができます。

こちらから
「女性の総合相談」に
アクセスできます。

（予約制・無料）

面接相談・法律相談ともに

（予約制・無料）

お問合せ：川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）
〒213-0001　川崎市高津区溝口 2丁目 20番 1号　TEL　044-813-0808　受付時間　9：00～ 17：00

休館日　　毎月 第 3火曜日、12月 29 日～ 1月 3日

川崎市男女共同参画センター

迷っている方も、まずはお気軽にお電話ください。

女性のための総合相談
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